
○午前１０時までに警報が解除されない場合 
→「臨時休業」 

○午前１０時までに解除された場合 
→１０時３０分までに登校し、学級集合 
→３校時からの授業を１０時４５分より開始 

平成２０年４月７日 

保  存  版 

保護者の皆様へ 
 

広島市立五日市中学校 
校 長  小玉 晃 

 
気象予報「警報」発令時の学校の扱いについて（２０年度版） 

 
 時下、保護者の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、広島市教育委員会の指導のとおりの２０年の気象予報「警報」発令時の学校の扱

い［マニュアル］を配布いたします。 
 下記をご確認の上、ご家庭で保存をお願いいたします。 
 

記 

１．   〈大雨の場合〉            〈台風の場合〉 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．注意点 
（１）今後、その都度の保護者連絡は改めてしません。 
（２）臨時休業により、給食が中止になる場合 
   「すでにパンやご飯、おかずについては製造や下処理をしている場合は中止が不

可能」なので、返金が不可能です。ただし、牛乳の場合は返金可能の場合があり

ます。 
（３）生徒の登校後に警報が発令された場合、安全確保のため学校に待機させたり、状

況に応じて下校させたりします。 

午前７時の時点で 
「大雨」「洪水」 

警報の１つでも発表されている場合 

午前６時の時点で 
「暴風」「大雨」「洪水」 

警報の１つでも発表されている場合 

自宅待機 


